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  目      次  
    

   告  示 

 ○収去飼料の試験結果の公表                     １ 

 ○指定障害福祉サービス事業の廃止                  ４ 

 ○道路の区域変更                           

 ○道路の供用開始                          ５ 

   議会告示 

 ○富山県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程の一部改正 ６ 

   公安委員会規程 

 ○富山県公安委員会の事務の専決に関する規程の一部を改正する規程    

   公  告 

 ○開発行為の工事完了                        ７ 
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∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

富山県告示第460号 

   収去飼料の試験結果の公表について 

 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和28年法律第35号）第56条 

第７項の規定により、令和７年10月に検査した収去飼料の試験結果の概要を次のと 

おり公表する。 

  令和７年12月26日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
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令
和
７
年

12
月

26
日

 
 

 
 
富
 
山
 
県

 
報

 
 
 
 

 
  

 
 
 
第

54
65

号
 
 
 

  
１
 
安
全
性
に
関
す
る
検
査

 
 

製
造
事
業
場
等
の
名
称
、
 

法
人
番
号
及
び
所
在
地
 

収
去
場
所
及
び
 

法
人
番
号
 

飼
料
又
は
 

飼
料
添
加
物
の
区
分
 飼

料
又
は
 

飼
料
添
加
物
の
名
称
 

製
造
 

(輸
入
) 

年
月
 

試
験
項
目
 

違
反
の
内
容
 

北
信
産
業
株
式
会
社
 

21
00
00
10
03
10
6 

長
野
県
長
野
市
 

東
部
家
畜
保
健
衛
生
所
 

管
内
牛
飼
養
農
家
 

魚
津
市
 

牛
用
混
合
飼
料
 

セ
サ
ミ
ヘ
ル
ス
フ
ィ
ー
ド
 

R7
.1
0 

か
び
毒
－
ア
フ
ラ
ト
キ
シ
ン
B1
、
 

 
 
 
 
ゼ
ア
ラ
レ
ノ
ン
 

動
物
性
飼
料
－
肉
骨
粉
 

無
 

グ
リ
ー
ン
フ
ー
ド
株
式
会
社
 

31
00
00
10
12
03
1 

長
野
県
中
野
市
 

東
部
家
畜
保
健
衛
生
所
 

管
内
牛
飼
養
農
家
 

富
山
市
 

肥
育
牛
用
混
合
飼
料
 と

や
ま
和
牛
吟
醸
仕
上
げ
 

R7
.９

 
か
び
毒
－
ア
フ
ラ
ト
キ
シ
ン
B1
、
 

 
 
 
 
ゼ
ア
ラ
レ
ノ
ン
 

動
物
性
飼
料
－
肉
骨
粉
 

無
 

株
式
会
社
毛
利
産
業
 

22
00
00
10
14
36
5 

岐
阜
県
海
津
市
 

西
部
家
畜
保
健
衛
生
所
 

管
内
牛
飼
養
農
家
 

氷
見
市
 

乳
牛
・
肉
牛
飼
育
用
 

混
合
飼
料
 

ハ
イ
デ
オ
・
ミ
ッ
ク
ス

HI
-M
 

R7
.９

 
か
び
毒
－
ア
フ
ラ
ト
キ
シ
ン
B1
、
 

 
 
 
 
ゼ
ア
ラ
レ
ノ
ン
 

動
物
性
飼
料
－
肉
骨
粉
 

無
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２
 
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査

 
 

製
造
事
業
場
等
の
名
称
、
 

法
人
番
号
及
び
所
在
地
 

収
去
場
所
及
び
法
人
番
号
 

飼
料
の
名
称
 

製
造
 

(輸
入
) 

年
月
 

試
験
項
目
 

違
反
の
内
容
 

フ
ィ
ー
ド
・
ワ
ン
株
式
会
社
 

知
多
工
場
 

70
20
00
11
07
81
0 

愛
知
県
知
多
市
 

湯
浅
商
事
株
式
会
社
北
陸
支
店
 

高
岡
市
 

11
80
00
10
33
28
6 

フ
ィ
ー
ド
・
ワ
ン
 

チ
ェ
リ
ー
ポ
ー
ク
 

R7
.1
0 

栄
養
成
分
等
－
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、
カ
ル
シ
ウ
ム
､ 

 
 
 
 
 
 
り
ん
、
粗
繊
維
、
粗
灰
分
 

無
 

フ
ィ
ー
ド
・
ワ
ン
株
式
会
社
 

名
古
屋
工
場
 

70
20
00
11
07
81
0 

愛
知
県
名
古
屋
市
 

丸
七
商
事
株
式
会
社
北
陸
営
業
部

富
山
営
業
所
 

小
矢
部
市
 

81
10
00
10
05
33
5 

フ
ィ
ー
ド
・
ワ
ン
 

和
牛
の
里
７
３
 

R7
.1
0 

栄
養
成
分
等
－
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、
カ
ル
シ
ウ
ム
､ 

 
 
 
 
 
 
り
ん
、
粗
繊
維
、
粗
灰
分
 

無
 

日
和
産
業
株
式
会
社
 

坂
出
工
場
 

71
40
00
10
02
35
5 

香
川
県
坂
出
市
 

有
限
会
社
小
林
有
機
 

射
水
市
 

32
30
00
20
14
40
2 

ニ
チ
ワ
印
成
鶏
飼
育
用
 

配
合
飼
料
 

ホ
ー
プ
 

R7
.1
0 

栄
養
成
分
等
－
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、
カ
ル
シ
ウ
ム
､ 

 
 
 
 
 
 
り
ん
、
粗
繊
維
、
粗
灰
分
 

無
 

中
部
飼
料
株
式
会
社
 

知
多
工
場
 

21
80
00
10
94
75
7 

愛
知
県
知
多
市
 

有
限
会
社
砺
波
飼
料
 

砺
波
市
 

92
30
00
20
10
39
5 

マ
ル
中
印
肉
牛
配
合
飼
料
 

き
ら
め
き
仕
上
 

R7
.1
0 

栄
養
成
分
等
－
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、
カ
ル
シ
ウ
ム
､ 

 
 
 
 
 
 
り
ん
、
粗
繊
維
、
粗
灰
分
 

無
 

JA
全
農
く
み
あ
い
飼
料
株
式
会
社
 

知
多
工
場
 

80
70
00
10
21
30
4 

愛
知
県
知
多
市
 

JA
全
農
く
み
あ
い
飼
料
株
式
会
社

東
海
支
店
富
山
駐
在
 

射
水
市
 

80
70
00
10
21
30
4 

育
成
用
１
８
Ｐ
 

R7
.1
0 

栄
養
成
分
等
－
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、
カ
ル
シ
ウ
ム
､ 

 
 
 
 
 
 
り
ん
、
粗
繊
維
、
粗
灰
分
 

無
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富山県告示第461号 

   指定障害福祉サービス事業の廃止について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第46条第２項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービスの事業を廃 

止する旨の届出があったので、同法第51条第２号の規定により公示する。 

  令和７年12月26日 

                   富山県知事  新  田  八  朗  
 

指定障害福 
祉サービス 
の種類 

廃止年月日 事業所番号 
申請者 事業所 

名称 主たる事務
所の所在地 名称 所在地 

短期入所 令和７年12 
月31日 

1611900190 社会福祉法
人喜寿会 

射水市七美
891番地 

七美ことぶ
き苑短期入
所生活介護
事業所 

射水市七美
891番地 

 

 

富山県告示第462号 

      道路の区域変更について 

 次のとおり道路の区域を変更するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第

１項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において12月26日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  令和７年12月26日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 

変  更 
前後別 記号 敷地の幅員 

メ ー ト ル      
延   長 
メートル 縦覧場所 

県道 
 
富山八尾線 

 
富山市有沢字前川原2810
番２から 
 
富山市婦中町鵜坂51番59
地先まで 
 

変更前 

 
 
 
 
 

最大 30.5 
 

最小   6.6 
 736.0 

富山土木
センター 

変更後 

 
 
 
 
 

最大 30.5 
 

最小  6.5 
736.0 
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県道 
 
氷見惣領志雄 
線 

 
氷見市布施 320番４から 
 
氷見市飯久保 411番４ま
で 
 

変更前 

 
 
 
 
 

最大  7.7 
 

最小  6.5 
735.8 

高岡土木
センター
氷見土木
事務所 

 
氷見市布施 320番４から 
 
氷見市飯久保 412番２ま
で 
 

変更後 

 
 
 
 
 

最大 45.2 
 

最小 11.1 
735.8 

 

 

富山県告示第463号 

   道路の供用開始について 

 次のとおり道路の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 

第２項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において12月26日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  令和７年12月26日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 
供用開始の期日 縦覧場所 

県道 
 
富山八尾線 

 
富山市有沢字前川原2810番２から 
 
富山市婦中町鵜坂51番59地先まで 
 

令和７年12月26日 富山土木
センター 

一般国道 
 
 471号 

 
富山市八尾町切詰字倉ケ谷５番39から 
 
富山市八尾町切詰字倉ケ谷５番39まで 
 

令和７年12月26日 富山土木
センター 

一般国道 
 
 472号 

 
富山市八尾町切詰字倉ケ谷５番39から 
 
富山市八尾町切詰字倉ケ谷５番39まで 
 

令和７年12月26日 富山土木
センター 

県道 
 
富山戸出小矢 
部線 

 
高岡市戸出町三丁目1827番３地先か
ら 
 
高岡市戸出町三丁目1023番９地先ま
で 
 

 
 

令和７年12月26日 
 
 

高岡土木
センター 
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富山県議会告示第２号 

   富山県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程の一部改 

   正について 

 富山県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程（令和５年富山県議 

会告示第２号）の一部を次のように改正する。 

  令和７年12月26日 

                     富山県議会議長 武 田 慎 一  

 様式第３号、様式第12号及び様式第18号中「又は住民基本台帳カード（住所記載 

のあるもの）」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和８年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用 

 することができる。 

３ この規程の施行の際現にこの規程による改正前の富山県議会の保有する個人情 

 報の保護に関する条例施行規程の規定に基づいて提出されている書類は、この規 

 程による改正後の富山県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程の 

 規定に基づいて提出された書類とみなす。 

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

規     程 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県公安委員会の事務の専決に関する規程の一部を改正する規程を公布する。 

  令和７年12月26日 

                   富山県公安委員会委員長 川端 雅彦  

富山県公安委員会規程第６号 

   富山県公安委員会の事務の専決に関する規程の一部を改正する規程 

 富山県公安委員会の事務の専決に関する規程（昭和61年富山県公安委員会規程第 

２号）の一部を次のように改正する。 
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 別表に次のように加える。 
 

 重要施設の周辺地域の上空における小 

型無人機等の飛行の禁止に関する法律 

（平成28年法律第９号） 

 第10条第３項の規定による公 

安委員会への通報の受理 

 

   附 則 

 この規程は、令和７年12月26日から施行する。 

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公      告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

開発行為の工事完了 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第29条の規定により許可した開発行為に関 

する工事が完了したので、同法第36条第３項の規定により公告する。 

  令和７年12月26日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

開発区域又は工区に 
 

含まれる地域の名称 

公 共 施 設 開 発 許 可 を 受 け た 者 

位置･区域 種 類 住    所 氏   名 

砺波市下中条100番２外24 
筆及び100番６外13筆の一 
部 

同 左 道路、水 
路 

 砺波市 
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